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費 用 負 担 の 具 体 策 の 比 較 検 討

課 税 方 式 等 課 税 方 式 等 に 対 す る 評 価

概 要 総 合 評 価
区 分 具 体 案 評 価 項 目

税 率 財 源 規 模 負担の公平性 分かりやすさ 徴収コスト 市町村等の協力

県 個人県民税・法 ・負担分任の考え方に基づ 個人の均等割にのみ一律 約６３億円 ○ ･施策の効果は ○ ･通称により目的を ○ 制度改正時に △ ･市町村等の協 ・施策の効果が多岐にわたり、しかも受

人県民税の均等 き、個人・法人が等しく負 2,000円上乗せ 多岐に及ぶこ 明確化 電算ｼｽﾃﾑの改 力が必要 益の程度を計る適当な基準がない場合

民 割への上乗せ 担する均等割に上乗せ 個人及び法人の均等割に 約６７億円 とから、等し ･基金等により使途 修費が必要に には、等しく負担する方が公平

・県民が平等に負担をし、水 一律2,000円上乗せ い負担で公平 を限定できる。 なる程度 ・徴収コストの点で優れている。

税 源環境保全を行う。 個人の均等割に2,000円、法人 約７０億円 ･等しい金額による

水 ・基金や特別会計で管理 の均等割に10％上乗せ 平等な負担

超 個人県民税の所 ・個人の所得に応じて負担す 個人の所得割に５％上乗せ 約１０４億円 △ ･受益と所得は △ ･通称により目的を ○ 制度改正時に △ ･市町村等の協 ・所得と受益は直接的には比例しないが、、

源 得割への上乗せ る所得割への上乗せ 必ずしも比例 明確化 電算ｼｽﾃﾑの改 力が必要 ある程度は応益負担の考え方をとること

過 ・県民が能力に応じて負担 個人の所得割に10％上乗せ 約２０８億円 せず、やや公 ･基金等により使途 修費が必要に が可能

環 し、水源環境保全を行う。 平でない。 を限定できる。 なる程度 ・徴収コスト、財源規模の点で優れてい

課 ・基金や特別会計で管理 ･受益と負担の関係 る。

境 が分かりづらい。

税 法人県民税の法 ・法人の所得に応じて負担す 現行の超過課税分とは別に 約１４億円 × ･受益と所得は △ ･通称により目的を ○ 制度改正時に ○ ･県単独で実施 ・現行の超過課税との整理が難しい。、

税 人税割への上乗 る法人税割への上乗せ 0.2%上乗せし、６％で課税 必ずしも比例 明確化 電算ｼｽﾃﾑの改 が可能 ・７割の法人が負担せず公平性に欠け

方 せ ・法人が能力に応じて負担 現行の超過課税終了後、現行 約５６億円 せず、やや公 ･基金等により使途 修費が必要に る。

の し、水源環境保全を行う。 と同様の5.8％で課税 平でない。 を限定できる。 なる程度 ・徴収コストの点では優れている。

式 ・基金や特別会計で管理 現行の超過課税終了後、制限 約７０億円 ･７割の法人が ･受益と負担の関係

理 税率である６％で課税 負担せず公平 が分かりづらい。

でない。

念 ｢仮称・かながわ ・個人住民税の納税義務者と 年税額1,000円 約４０億円 ○ ･施策の効果は ◎ ･法定外税の名称で × 税収に比較し △ ･県単独で実施 ・施策の効果が多岐にわたり、しかも、

環境税｣ 同一の者に、環境諸施策に 多岐に及ぶこ 目的を明確化 コストが過大 が可能 受益の程度を計る適当な基準がないこ目的

に 対する応益負担の考え方で 年税額2,000円 約８０億円 とから、等し ･目的税のため使途 ･課税資料は、 とから、等しく負担する方が公平税

(住民税の納税義 課税する。 い負担で公平 は明らか 市町村等の協 ・法定外税で負担することにより、県民

基 務者に一律課 ・県民が平等に負担をし、水 ･負担が等しい ･等しい金額による 力が必要 意識の高揚を図ることができる。

税) 源環境保全を行う。 点で平等 平等な負担 ・徴収コストが改善されない限り、導入

づ 法 ・普通徴収又は申告納付 年税額3,000円 約１２０億円 ○ ･法定外税の名称で は困難

目的を明確化普通

く 定 ･基金等により使途税

を限定できる。

税 外 ･等しい金額による

平等な負担

制 税 ｢仮称・水源環境 ・水の使用量に応じて、応益 １ｍ 当たり５円 約７０億円 ○ ･水の受益に応 ◎ ･法定外税の名称で ○ 水道事業者等 ▲ ･水道事業者の ・水源環境保全施策の効果が水の使用量3

税｣ 負担の考え方で課税する。 上水道の場合 じた負担であ 目的を明確化 の電算ｼｽﾃﾑの 協力が必要 に比例するならば、公平な負担方法目的 特別 特別

措 方 ・水の使用者が公平に負担を 一世帯 ／月額 100円程度 り、公平 ･目的税のため使途 改修費が必要 ・法定外税で負担することにより、県民税 徴収 徴収

(水道使用量に応 し、水源環境保全を行う。 一事業所／月額2,200円程度 は明らか になる程度 意識の高揚を図ることができる。

置 式 じた課税) ・特別徴収、普通徴収又は申 ･使用量に比例した ・水道事業者の協力が得られなければ特

告納付 負担 別徴収の実現可能性は低い。

１ｍ 当たり10円 約１４０億円 ○ ･法定外税の名称で × 税収に比較し ○ ･県単独で実施 ・普通徴収等は、徴収コストが改善され3

上水道の場合 目的を明確化 コストが過大 が可能 ない限り、導入は困難普通 その他 その他

一世帯 ／月額 200円程度 ･基金等により使途 ･課税資料は、税

一事業所／月額4,400円程度 を限定できる。 市町村等の協

･使用量に比例した 力が必要

負担

税 ・国又は地方公共団体が行う特定の事業の経費に充てるた ・不特定多数人又は地方公共団体の全域に利益が及ぶ場合には 徴収することができないとされており ・制度上の問題、財源規模などの点で、、 、

制 分 担 金 め、その事業から特別の利益を受ける者が負担するもの 今回整理した水源環境保全施策は、県民全体に利益が及ぶものであるため、その費用を賄うことは困 いずれの手法も水源環境保全施策全体

措 難 を賄うにふさわしいものではない。

置 ・使用料は、行政財産や公の施設の使用に伴い、特定の者が ・今回整理した水源環境保全施策による受益は、特定の施設の使用に伴い発生するものとは限らず、ま ・ただし、寄付については、補完的手法

以 その対価として負担するもの た、その事業は、特定の者のために実施されるものではないため、その費用を賄うことは困難 として考えていくべきであろう。
使用料・手数料

外 ・手数料は、特定の者のためにする事務について、その対価

の として負担するもの

方 ・相当の対価を得ることなく、任意に支払うもの ・自発的に金員を納めるものであり、水源環境保全に対する意識の向上に一定の効果があるが、善意に
寄 付 金

策 基づくものであるため、収入源としては不安定で、財源規模としても不十分

※ 「評価項目」欄の記号は、高い順に、◎、○、△、▲、×で表示














